
吹田市自転車走行環境整備計画策定会議設置要領 

 

（目的） 

第１条  吹田市自転車走行環境整備計画（以下「整備計画」という。）の策定 

の円滑な推進を図るため、必要な意見又は助言を聴取することを目的に、吹田

市自転車走行環境整備計画策定会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 

（意見等を聴取する事項） 

第２条  会議において意見等を聴取する事項は次のとおりとする。 

(1) 整備計画の策定に関すること 

(2) 吹田市における自転車の施策に関すること 

 

（委員等の構成） 

第３条 会議の委員は１０人以内をもって構成する。 

２ 会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が選

任する。  

(1) 学識経験者          １名以内 

(2) 関係団体を代表する者     ３名以内 

(3) 関係行政機関の職員      ２名以内 

(4) 本市関係部署職員       ４名以内 

３ 委員の任期は１年以内とする。 

４ 会議の専門性及び公平性を向上させるため、アドバイザーを置くことがで

きる。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 会議に会長及び副会長を置き、委員のうちから市長が指名する。 

 

（会議） 

第５条 会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その
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職務を代理する。 

 

（委員以外の者からの意見の聴取等） 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を

求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（報償） 

第７条 委員の報償は無償とする。ただし別表に掲げる学識経験者及び関係団 

体を代表する者の委員の報償は、予算の範囲内で支払うものとする。 

 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、土木部総務交通室において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、会議の構成及び運営に関し必要な事項 

は、土木部長が定める。 

 

 

附 則 平成 ２８年 ７月 １４日制定 

この要領は、平成 ２８年 ７月 １４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 （第３条関係）委員 

選出区分 所属・役職 

学識経験者 大阪市立大学大学院 准教授 

関係団体を代表する者 

吹田市自治会連合協議会 理事 

吹田自転車組合 会長 

自転車活用推進研究会 理事 

関係行政機関の職員 
大阪府立北千里高校 校長 

大阪府茨木土木事務所 維持保全課長 

市職員 

学校教育部 部長 

都市魅力部 部長 

都市計画部 理事 

土木部 部長 

 


